
平成５年長審第３６号 

漁船第七蛭子丸転覆事件 

 
言渡年月日 平成６年３月２９日 

審 判 庁 長崎地方海難審判庁（高瀬具康、降幡泰夫、田邉行夫、柴田恵司、藤井齋） 

理 事 官 平野静雄、大山繁樹 

 
損 害 

船体が転覆し間もなく沈没した。船長以下１９名が行方不明となり指海人Ａのみが救助された。 

 

原 因 

荒天準備不十分、満載喫水線の遵守不十分 

 
主 文 

 本件転覆は、第七蛭子丸が、満載喫水線の遵守が不十分であったことと、荒天準備が不十分であった

こととに因って発生したものである。 

 船舶所有者が、満載喫水線の遵守について、乗組員に対する指導監督が不十分であったことは、本件

発生の原因となる。 

 
理 由 

（事実） 

船 種 船 名 漁船第七蛭子丸 

総 ト ン 数 ８０トン 

機 関 の 種 類 ディーゼル機関 

出 力 ６６７キロワット 

 
指定海難関係人 Ａ 

職 名 甲板員 

 
指定海難関係人 Ｂ社 

 
事件発生の年月日時刻及び場所 

平成５年２月２１日午前０時２２分 

長崎県五島列島北西方沖合 

 
１ 指定海難関係人Ｂ社 

 指定海難関係人Ｂ社（以下「Ｂ社」という。）は、昭和２３年個人商店から法人化され、同５０年に

現社名となった、主として水産業を営む企業であるが、系列会社のＣ社（以下「Ｃ社」という。）など



１０社を傘下に置き、Ｂ社グループと呼称する共同企業体を組み、旋網漁業及び養殖漁業を基幹産業と

して海外にも進出し、これらに関連した冷凍、冷蔵庫業など多角的な経営を行っていた。 

 Ｂ社グループは、Ｂ社代表取締役のＤによって統括され、旋網事業部門を専務取締役Ｅが担当し、操

業に必要な資料の収集、船舶の運航管理及び漁獲物の販売を取締役漁労事業部長Ｆが、漁具など資材関

係を資材部長Ｇが、船舶の工務関係を工務部参与Ｈがそれぞれ分担しており、Ｂ社所有の第一源福丸、

第十八源福丸及び第七蛭子丸並びにＣ社が所有する第八源福丸、第十一源福丸及び第六蛭子丸の各網船

とそれらの付属船（探索船・灯船・運搬船）２６隻で大中型旋網漁業の６船団を編成し、東シナ海、日

本海及び三陸沖合の太平洋に出漁させていた。 

 ところで、Ｂ社は、船団各船の安全対策として平成２年に「安全運航指針」を作成し、その周知徹底

をはかる目的で、折りをみては乗組員に対する講習を行っていたが、同指針が他船との衝突防止を主な

内容とした一般的な注意事項になっており、また、その後に作成した「安全運航のための１０訓」によ

り、天候が悪化する際には早期避難することを指導していたものの、船舶の満載喫水線の遵守について

は具体的に指導監督していなかった。 

 Ｂ社では、乗組員の責任分担について網船、灯船（探索船を含む）及び運搬船の船種別にその分担表

を作成していたが、網船の船長に対し成規の職務権限を付与しないで、漁労長を航海、漁労のすべてに

権限を有する統括責任者に定め、漁労長によって漁場における操業指揮のみならず、根拠地と漁場間を

往復する航海の指揮命令も行われていた。 

 
２ 指定海難関係人Ａ 

 指定海難関係人Ａは、昭和５５年鹿児島県肝属郡内之浦町の小型旋網漁船に乗船し、翌５６年佐賀県

東松浦郡呼子町の大中型旋網漁船に移って網船を転船したあと、昭和６３年５月以降長崎県北松浦郡生

月町の舘浦漁港を根拠地とするＢ社の網船第七蛭子丸に乗り組んでいた。 

 Ａ指定海難関係人は、甲板員の職名で乗船していたが、船内では網師と呼称する職務に就き、漁網の

管理、補給及び補修を担当しており、漁場においては、投網の際に上甲板でその作業の加勢をし、揚網

中は船尾甲板で漁網の積み付けに従事するとともに、破網を見つけてその修理を行い、また、荒天準備

が行われるときには、甲板長の現場指揮のもとに、船尾甲板で索具の整理と漁具を固定するなどの作業

に従事していた。 

 

３ 第七蛭子丸 

（１） 建造の経緯 

 Ｂ社は、第七蛭子丸を昭和６３年に老朽化した旧第七蛭子丸（総トン数６９トン）と同じ船名で代替

新造することとし、同６１年Ｉ社（以下「Ｉ社」という。）建造の第六蛭子丸（総トン数８０トン）が

当時順調に稼働していたところから、同造船所に、船体を同船とほぼ同形にすること及び漁労設備のみ

模様替えすることを要望して建造の発注をした。 

 Ｉ社では、計画図面等を作成するに当たって漁労装置につき検討を重ね、第六蛭子丸でネットホーラ

ーが小型の非起倒式であったのを大型の起倒式のものに、船体中央部に備えるデリック式ブームを左舷

船尾部に設置するクレーン式のものにそれぞれ変えることにしたところ、上甲板上高い位置での重量が

増加して船体重心が上昇するので、船体の長さ、幅及び深さを農林水産省告示の「動力漁船の性能基準」



で定められた許容範囲内で変えることとし、長さを０．３７メートル、幅を０．１０メートル及び深さ

を０．０４メートルそれぞれ大きくし、また、総トン数が建造許可書で８０トンに制限されているとこ

ろから、上甲板下の容積を変えないようにして線図の書き換えを行い、その結果計画時における主要目

が次のとおりになった。 

長 さ （ 全 長 ） ３６．９０メートル 

長さ（漁船法） ２９．５８メートル 

長さ（垂線間） ３０．５０メートル 

幅 （ 型 ） ６．９０メートル 

深 さ （ 型 ） ２．６５メートル 

総 ト ン 数 ８０トン 

速力（満載喫水） １１．５ノット 

燃 料 油 ２７キロリットル 

清 水 １１トン 

乗 組 員 数 ２５人 

主 機 関 ディーゼル機関 

資 格 第一種漁船 

 着工後Ｉ社は、Ｂ社から派遣された工務監督のＨ参与と打ち合わせを行うとともに、管海官庁の検査

を受けながら建造工事を進め、満載喫水線標示の検査を受けたのち、重心試験及び海上公試運転を行い、

昭和６３年５月１７日に竣工してＢ社に引き渡した。 

（２） 構造設備 

 第七蛭子丸は、船体中央部に甲板室と船橋を、船底外板の中心線下に方形キールをそれぞれ有する、

船首楼付き１層甲板船であり、上甲板下には、船首から後方へ順に、球状船首部、フォアピークタンク、

漁網庫、前部船員室、機関室、後部船員室、清水タンク及び海水バラストタンクが配置され、二重底が

燃料油タンクで、前部船員室直下に１番、機関室直下に２番から４番及び後部船員室直下に５番の各燃

料油タンクを備え、フォアピークタンクは空所として計画されたものの、注水してトリム調整に使用す

ることができ、海水バラストタンクは主として揚網時における横傾斜調整用のものであった。 

 船首楼は、内部が甲板長倉庫になっており、上甲板より約１．７メートル高い船首楼甲板にムアリン

グウィンチとアンカーウィンチがあって、左舷側にのみアンカー台座を備えていた。 船首楼の後方は、

船橋の前面まで良さ約８．３メートル 大幅約６．９メートルの前部甲板で、舷側付近を除いて高さ０．

４メートルないし０．６メートルのまな板状の敷板で覆われ、右舷側に環索巻揚用の油圧起倒式ダビッ

トを、左舷側にパースウィンチ、環巻ウィンチ、旋回式ワイヤリールなど漁労装置をそれぞれ備えてい

た。 

 船体中央部は、右舷側のみ高さ約０．４メートル幅約２メートルの隆起した作業甲板で、同甲板と左

舷側端までの間が長さ約９．４メートル幅約５メートルの甲板室となり、同室は、中央部が機関室開口

部となっていて、同開口部の船首側に食堂が、左舷側に炊事場、浴室等が、その後方に後部甲板へ通じ

る通路がそれぞれあり、甲板室から各部への通路として、食堂の右端に前部船員室へ通じる階段が、炊

事場の右側に船橋へ通じる階段が、後部通路に後部船員室へ通じる階段がそれぞれ設けられ、船橋が食

堂の上方にあって操舵室とその後方の無線室が１室になっており、甲板室と室外との間の出入口は、食



堂の右舷側、左舷側船橋甲板（炊事場からの階段上端）の左側及び後部通路の右側にそれぞれあり、い

ずれも鋼製の水密扉で閉鎖されるようになっていた。 

 後部甲板は、甲板室後壁から後方に約１０メートルの範囲が網置場で、前後方向に長さ約９メートル

高さ約０．２５メートルの漁網移動防止用ステンレス製レール２本が取り付けられており、同置場の右

舷側が高さ約０．４メートル幅約１メートルの敷板が施された漁網の環置場になっていた。網置場のさ

らに後方は、傾斜面になっていて、船尾ブルワークと同じ高さの板敷になった船尾作業甲板に接続して

おり、網置場の左舷側船尾寄りにハイパーワークレーンと呼称する旋回、起倒及び伸縮式クレーンを備

え、船尾作業甲板に旋回及び起倒式ネットホーラーを装備していた。 

 ブルワークは、船首楼甲板が両舷とも高さ約０．７メートルのものであり、その他は上甲板全般に周

囲が高さ約１．２メートルのブルワークで囲まれており、揚網作業が右舷側で行われる関係から、前部

甲板より後部甲板にわたり同舷側ブルワーク上にサイドローラーが設けられ、左舷側ブルワーク上には

波除け板が取り付けられていた。 

 前部甲板ブルワークの放水口は、左舷に縦２００ミリメートル（以下「ミリ」という。）横１、２８

０ミリの小型のもの２個と縦２００ミリ横３，０２０ミリの大型のもの１個が設けられているのに対し、

右舷には縦２００ミリ横２、５００ミリの中型のもの１個のみ備えており、また、後部甲板ブルワーク

の放水口も、左舷に縦２００ミリ横１，８８０ミリの小型のもの３個と縦２００ミリ横９４０ミリの同

型のもの１個が設けられているのに対し、右舷には縦２００ミリ横１，８８０ミリの小型のもの２個を

備えていて、右舷側が全般に少ないアンバランスな配置になっていたが、ブルワーク面積に対する放水

口の面積比は鋼製漁船としての構造基準に適合するものであった。 

 マスト類は、船首楼甲板の後ろ側に前部マストを、船橋上にレーダーマストを、及び甲板室屋上に後

部マストをそれぞれ設備しており、竣工後船橋上に海鳥レーダーが増設された。 

（３） 竣工時の復原性能 

 第七蛭子丸の乾舷は、農林水産省告示の「動力漁船の性能基準」により乾舷用深さの上端から下方０．

３８０メートルと規定され、満載喫水線のマークが上甲板梁上側板上面の下方０．３５５メートルにあ

たる、船体中央から１．８メートル後方の方形キール下面の喫水マーク表示原点から２．６９２メート

ルの高さに標示されていた。 

 ところで、Ｉ社は、本船竣工前に実施した重心試験の結果にもとづいて軽荷、満載出港、漁場着、漁

場発前、漁場発及び入港の各状態につき重量重心トリム計算（別紙１参照）を行ったところ、乾舷が

小となる満載出港状態で０．４７４メートルとなり、満載喫水線に０．０９４メートルの余裕がある状

態であった。 

 Ｉ社が作成した復原力計算書によると、海水流入角曲線が示す同流入角は、満載出港状態において約

４４度になっており、ブルワークの上端が水面と接する傾斜角が２５度（別紙４参照）であり、同状態

におけるＧＺカーブ（別紙２参照）では、復原力消失角が約６２．５度、 大復原てこが傾斜角約２１

度で０．３８６メートル、見掛けの横メタセンタ高さＧｏＭ１．４９メートルとなっていて、「動力漁

船の性能基準」で定めるＧｏＭ基準値０．７０９メートルを大幅に上回る数値になっていたが、 大復

原てこの傾斜角がこの種８０総トン型網船としてやや小さい値を示していた。 

（４） 漁具とその重量 

 Ｂ社グループの旋網漁業船団の網船が使用する漁具は、各網船漁労長がその基本設計を行い、Ｂ社で



は、Ｇ資材部長が中心となって漁労長から提出された設計図を監査のうえ、漁網製造会社に漁具を発注

していた。 

 大中型旋網漁業の漁具は、昭和５１年３月までＪ組合の資源保護を目的とした調整規定により、漁網

の浮子綱の長さが４３０間（６５２メートル）未満に規制されていたところ、同年４月にその規制が撤

廃され、以降漁具の大きさに対する制限がなくなっており、漁具の重量的制限として同５７年７月の水

産庁通達により、８０総トン型網船の漁具総重量が２１．５トン以下に規定されていた。 

 ところで、Ｂ社は、第七蛭子丸が竣工する以前に、乗船予定の漁労長に漁具設計図を提出させたとこ

ろ、同漁具に用いられる化学繊維製無結節網７０３反の重量が１７．０４トン、付属する化学繊維製ロ

ープ類４，５５０メートルの重量が１．３９トン、ワイヤ類２，６００メートルの重量が４．３７トン、

浮子２，５５０個の重量が１．１２トン及び鉛の沈子３，５００個の重量が２．６３トンとなり、漁具

の総重量が約２６．６トンに達し、前示通達の制限重量を大幅に上回っていたが、第六蛭子丸で使用さ

れていた漁網の長さが７９０間（約１，１９８メートル）深さが２３３間（約３５３メートル）である

のに対し、第七蛭子丸の設計図の漁網が長さで１０間（約１５メートル）短縮された７８０間（約１，

１８３メートル）に、深さが１７間（約２６メートル）伸長された２５０間（約３７９メートル）にそ

れぞれなっていて、単純に網地面積で比較して６パーセントの増加であったので、Ｇ資材部長が設計変

更するまでのことはないと思い、そのまま漁網製造会社に発注し、漁獲対象の魚種によって使い分ける

関係から、網地の目合は相違するものの重量ではほとんど差のない２種類の漁網を調達した。 

 なお、化学繊維製網地及びロープ類の吸水率は、約３０パーセントであるところから、本船の漁具が

波しぶきなどの甲板上打ち込みにより海水を含んだときには、約３２トンに増量するものであった。 

 
４ 竣工後の運航模様 

 第七蛭子丸は、竣工後試験操業を実施して漁労装置等の作動が確認され、手直し工事が行われたのち、

付属漁船の探索船１隻、灯船２隻及び運搬船２隻とともに第七蛭子丸船団を組み、舘浦漁港を根拠地と

し、主に五島列島西方の東シナ海北部漁場に出漁してあじ、さば及びいわしを漁獲していた。 

 本船の操業形態は、昼間に漁場で仮泊して乗組員を休養させ、夕刻から船団の全船で魚群の探索にあ

たり、魚群を発見したときには、灯船が集魚を行ったうえ、網船の１そうまきにより投網し、探索船に

裏こぎさせて揚網にとりかかり、縮網した漁具の外側に運搬船を接舷させて漁獲物を積み取らせるもの

であった。 

 本船乗組員は、通常２０人で編成されており、竣工後旧第七蛭子丸船長Ｋ、五級海技士（航海）免状

受有）と漁労長Ｌが引き続き船長及び漁労長職をそれぞれ執ることになった。 

 Ｌ漁労長は、航海及び操業についての総指揮にあたり、平素乗組員に荒天準備を命じるときには、す

べての水密扉を閉鎖させることにしており、漁具については、台風接近時の避難の際に漁網をロープで

ラッシングすることにしていたが、その他の際には、クレーンのブームを漁網の上に倒して押さえるに

とどめていた。 

 また、Ｌ漁労長は、海上の波高が２ないし２．５メートルに達したときには、操業を中止して 寄り

の港湾に避難するか、避難地が遠いときには、シーアンカーを投入して漂泊するかしていたが、避難地

に向かう途中で波浪が高まってきたときには、適宜に減速して船体動揺を和らげ、横波を受けないよう

に針路を変更することもあった。 



 第七蛭子丸は、多くの航海と操業を続け、平成４年５月長崎県平戸市のＭ社において第２回定期検査

に合格したが、検査時は空船状態であり、その後の航海と操業を行うにあたり、引き続き規定を上回る

漁具が使用され、Ｉ社が建造当初空所としていたフォアピークタンクにトリム調整のため漲水し、横傾

斜調整のため船尾バラストタンクにも漲水が行われるとともに、経年によるコンスタントも大きくなっ

ていて、満載出港状態の喫水が大幅に満載喫水線を超えることになった。 

 Ｂ社では、第六蛭子丸においても同様な状態にあったが、第七蛭子丸と第六蛭子丸の両船に対して漁

具の縮小、不要品の陸揚げなど指示することなく、この状態で出航することを容認していた。 

 ところで、Ｎ（五級海技士（航海）免状受有）は、昭和３８年金子商店の旋網漁船に船長として乗船

したが、同４７年からＣ社ないしＢ社の各船に通信士等で乗り組んだのち、平成４年８月本船の副漁労

長になってＬ漁労長から操業についての指導を受け、同年１２月定年退職した同漁労長のあとを引継ぎ、

本船漁労長に昇任して航海及び操業の総指揮を執ることになった。 

 
５ 付属漁船 

 第七蛭子丸の付属漁船は次のとおりであった。 

 探索船第二十三蛭子丸（総トン数４４トン、以下「２３号」という。） 

長さ（登録長） ２４．７０メートル 

幅 （ 型 ） ４．５０メートル 

深 さ （ 型 ） ２．０７メートル 

機 関 ディーゼル機関 

出 力 ３６７キロワット 

航 海 速 力 約１１ノット 

  

灯船第二十六蛭子丸（総トン数６０トン、以下「２６号」という。） 

長さ（登録長） ２７．７０メートル 

幅 （ 型 ） ５．０５メートル 

深 さ （ 型 ） ２．５０メートル 

機 関 ディーゼル機関 

出 力 ４７０キロワット 

航 海 速 力 約１２ノット 

  
灯船第二十七蛭子丸（総トン数６０トン、以下「２７号」という。） 

長さ（登録長） ２７．７０メートル 

幅 （ 型 ） ５．０５メートル 

深 さ （ 型 ） ２．５０メートル 

機 関 ディーゼル機関 

出 力 ４７０キロワット 

航 海 速 力 約１２ノット 

  



運搬船第三十二蛭子丸（総トン数２３９トン、以下「３２号」という。） 

長さ（登録長） ４２．００メートル 

幅 （ 型 ） ７．６０メートル 

深 さ （ 型 ） ３．５０メートル 

機 関 ディーゼル機関 

出 力 １，１７６キロワット 

航 海 速 力 約１１ノット 

  
運搬船第三十七蛭子丸（総トン数１９６トン、以下「３７号」という。） 

長さ（登録長） ４１．００メートル 

幅 （ 型 ） ７．８０メートル 

深 さ （ 型 ） ３．９０メートル 

機 関 ディーゼル機関 

出 力 ８６０キロワット 

航 海 速 力 約１２ノット 

 

６ 本件発生に至る経過 

（１） 本件発生前の運航模様 

 第七蛭子丸は、Ｋ船長、Ｎ漁労長、Ａ指定海難関係人ほか１７人が乗り組み、船首２．５９メートル

船尾２．９８メートルの喫水をもって、平成５年２月１７日午前１１時５隻の付属漁船とともに根拠地

の舘浦漁港を発し、五島列島西方沖合の東シナ海漁場に向かった。 

 ちなみに、本船発航時の状態は、排水量が３１１．２２トンでその相当喫水が２．８３３メートルで

あり、トリム修正値を減じた後の平均喫水が２．７８１メートルとなり、満載喫水線標示位置の２．６

９２メートルを０．０８９メートル超え、乾舷用深さの上縁が水没する傾斜角が約４度に、ブルワーク

の上端が水面と接する傾斜角が約２２度（別紙４参照）に、海水流入角が約３９度（別紙４参照）にそ

れぞれ減少していた。また、見掛けの横メタセンタ高さＧｏＭは１．４０メートルに減少してまだ基準

に十分な余裕があったが、復原力消失角が約４５度（別紙５参照）と大幅に減少し、復原性能が著しく

低下していた。 

 第七蛭子丸船団は、いつものようにＮ漁労長が総指揮にあたって漁場に向け直航し、同日午後２時５

０分ごろ北緯３３度３１分東経１２８度５１分ばかりの地点に至り、錨泊して乗組員を休息させたのち、

同５時２０分ごろ抜錨して旋網操業を始め、翌１８日北緯３２度４５分東経１２７度４２分付近に、

翌々１９日北緯３３度２５分東経１２７度３５分付近にそれぞれ移動して操業を続けた。 

 同月２０日午前７時ごろＮ漁労長は、さらに漁場を変更して五島列島の北西方沖合にあたる、五島白

瀬灯台（以下「白瀬灯台」という。）から２８３度（真方位、以下同じ。）１０海里ばかりの地点で揚網

中、漁獲物を積載して水揚地に向かう運搬船の３７号から燃料油と清水の補給を受け、ほぼ満載出港に

近い状態に戻したのち、長崎県松浦港に向かった３７号を除く４隻の僚船とともに、錨泊して乗組員を

休養させ、同日午後４時５０分ごろ各船に抜錨を命じて魚群探索を開始した。 

 Ｎ漁労長は、各船を分散させて魚群の探索にあたり、ほぼ３５０度方向に移動しながら探索航走中、



同６時ごろ白瀬灯台から３１５度１６海里ばかりの地点で、自船で魚群探知機により魚群を発見して僚

船を呼び寄せ、同７時ごろ灯船２６号及び同２７号に命じて水中灯による集魚にかかったところ、同地

点付近海底の底質が荒い岩場になっていたので、破網のおそれがない東方海域に魚群を誘導して投網す

ることとし、灯船に水中灯を点灯させたまま、その方向に船団をゆっくりと移動させた。 

 ところで、これより先の同５時３５分長崎海洋気象台から九州西方海上全域に海上風警報が発表され、

同時４５分ごろ気象情報を入手したＮ漁労長は、大陸東岸で発生した低気圧が朝鮮半島南部に接近して

いて、同低気圧から南東にのびる温暖前線が東進して五島列島を通過する状況にあることを知り、灯船

が魚群誘導中の同１０時ごろそれまで北寄りになっていた風向が南寄りに変化するとともに、風勢が次

第に強まってきて、同１１時４０分ごろ風速が毎秒１０メートルばかりの南南東風となり、付近海上の

波高が２メートル余りに達したところから、投網困難と判断してこれを断念し、船団所属の各船に対し

舘浦漁港に帰航するよう指令するとともに、自船の機関をいったん停止し、漂泊状態として甲板長Ｏに

荒天準備を行うよう命じたが、漁網を固縛することなど具体的には指示しなかった。 

 こうして第七蛭子丸は、Ｏ甲板長が作業指揮にあたって荒天準備作業が開始され、Ａ指定海難関係人

が同作業に加わり、甲板上のロープ類の片付けが行われたのち、ハイパワークレーンのブームを網捌機

とともに漁具の上に倒して漁網を押さえたが、漁網の固縛が行われず、甲板室後ろ側の水密扉の閉鎖が

行われないまま作業終了となり、同指定海難関係人が後部船員室に降りて休息し、また、船団各船は、

荒天準備を先に終えた３２号、２３号、２７号、２６号及び第七蛭子丸の順に帰途についた。 

（２） 本件発生時の模様 

 同１１時５２分ごろ第七蛭子丸は、白瀬灯台から３２８度１３海里ばかりの地点で、機関を約９ノッ

トの半速力前進にかけ、針路を生月島の南部に向かう９０度ばかりに定めたところ、左舷船首方２海里

ばかりに３２号が約１０ノットの速力で、右舷船首方１．５海里ばかりに２３号が約８ノットの速力で、

右舷船首２０度１．２海里ばかりに２７号が約７ノットの速力で、及び左舷船首５０度０．７海里ばか

りに２６号が約８ノットの速力でそれぞれ東方に向いて先航していた。 

 漁場発航後第七蛭子丸は、右舷正横前約２０度の方向から風速毎秒１５メートルの強風と高さ約２．

５メートルの波浪を受けて片舷につき１５度前後の横揺れを繰り返し、上甲板にしばしば波しぶきが打

ち込み、右舷側に傾く際には、ときおり海水がブルワークを超える状況であり、水はけのよい前部甲板

ではほとんど放水口から排出されて滞留することがなかったが、後部甲板では放水口が漁網にふさがれ

ていることも加わって滞留気味になっており、漁網とその付属ロープ類が吸水したことによる重量増加

で船体重心の上昇をきたすとともに、たまに船体が２０度ばかり横揺れして漁網が傾斜舷側に崩れ易い

状態になっていた。 

 翌２１日午前０時５分ごろ第七蛭子丸は、白瀬灯台から３３６度１２海里ばかりの地点に達したとき、

Ｎ漁労長が潮流計で付近海域の潮流の流向が変化しているのを認めてこれを無線電話で僚船に連絡し、

同時２０分ごろ左舷側０．５海里ばかりで２６号に、右舷側０．４海里ばかりで２７号にそれぞれ追い

つき、このころ波浪がさらに高まって約３．５メートルに達する中を、原針路原速力のまま続航するう

ち、同時２１分半ごろ右舷側にひときわ大きく横揺れしたとき、船尾甲板の漁網が大きく崩れ、船体が

同舷側に２５度ばかり大傾斜し、機関停止としたものの復原力を喪失して傾きが戻らなくなり、後部船

員室の、Ｏ甲板長が異常に気付いて階段を駆け上がり、Ａ指定海難関係人もこれに続き、炊事場を経て

さらに階段を駆け上がり、左舷側船橋甲板に脱出したものの、その直後海面下に没した右舷ブルワーク



を越えて波浪が右舷側上甲板に打ち込み、船体傾斜が急速に増大し、同０時２２分白瀬灯台から３４７

度１１．３海里ばかりの地点において、船体が右舷側に転覆した。 

 当時、天候は雨で、風力６の南南東風が吹き、潮候は下げ潮の中央期であった。 

 

７ 転覆後の救助活動等 

 ２７号は、同０時２０分ごろ第七蛭子丸に追いつかれたとき、船橋当直中の一等航海士墨谷忠利がほ

ぼ左舷正横に同船の航海灯などを視認していたが、同時２２分ごろこれらの灯火が見えなくなり、不審

に思って船頭Ｐにその旨報告し、同船頭が無線電話で第七蛭子丸に呼び掛けたものの応答がなく、同船

に異変があったものと判断して僚船に連絡するとともに、同時２７分ごろ針路を左転して北上するうち、

波間に船尾部船底を見せて転覆している第七蛭子丸を発見し、間もなく付近に漂流していたＡ指定海難

関係人を救助したが、同０時３８分ごろ同船は沈没した。 

 その後、僚船の他に、北方で操業を続けていた第六蛭子丸船団の各船が操業を中止して事故現場に集

合し、さらに海上保安部の巡視船など多数の船舶と航空機による懸命な捜索活動が続けられたが、他の

乗組員は発見されず、Ｋ船長、Ｎ漁労長、機関長Ｑ、通信士Ｒ、一等航海士Ｓ、Ｏ甲板長、甲板員Ｔ、

同Ｕ、同Ｖ、同Ｗ、同Ｘ、同Ｙ、同Ｚ、同ＡＡ、同ＡＢ、同ＡＣ、同ＡＤ、同ＡＥ及び機関員ＡＦの１

９名が行方不明となり、のちいずれも死亡と認定された。 

 第七蛭子丸は、船体に漁網が巻き付いた状態で沈没し、漁網の一部が海面に浮上したところから、サ

ルベージ会社の潜水調査が行われ、転覆地点付近の水深約１３０メートルの海底に船体がやや右舷傾斜

して着底しているのが確認されたが、船体全般に漁網が絡み付いており、浮揚困難と判定されて全損と

なった。 

 
８ 本件発生後にとられた事故再発防止対策 

 事件発生後、Ｂ社は、３月１０日にＢ社グループ全船の船長を、４月９日に同グループ全船の船長と

漁労長をそれぞれ招集して反省会を開催した結果、網船の喫水を満載喫水線以下におさえるための措置

として、不要になった漁労装置、その部品、船具等を陸揚げすること、出港時の燃料油及び清水の積込

量を制限すること並びに放水口を増設することを主な内容とする意見がまとまって直ちにこれらが実

施され、また、４月１５日に運航及び操業の中止基準を波高３メートルないし風速毎秒１５メートルと

することを主な内容にした運航管理規定を定め、運航管理者にＥ専務取締役を当てることとした。 

 
（原因の考察） 

 本件は、五島列島北西方の東シナ海において、旋網漁業の船団操業中に荒天となり、操業を中止して

根拠地の舘浦漁港に向けて帰航の途、網船の第七蛭子丸が右舷側に大傾斜して転覆し、のち沈没したも

のであり、転覆の原因としては種々な要因が考えられるので以下検討する。 

１ 復原性能について 

 第七蛭子丸の復原力は、Ｉ社の竣工時における軽荷、満載出港、漁場着、漁場発前、漁場発及び入港

の各状態についての計算結果からみて十分なものであったが、その後に水産庁通達の漁具総重量につい

ての上限を大幅に上回る漁具が使用され、Ｉ社が空所で計算していたフォアピークタンクにトリム調整

の目的で漲水されたほか、横傾斜調整用に海水バラストタンクにも漲水され、さらに経年によるコンス



タントが加わったところから、船体重心の上昇をきたすとともに乾舷が著しく減少し、満載出港状態の

喫水が満載喫水線を超えていたことは明白である。 

 満載出港状態の復原力消失角は、竣工時に約６２．５度であったのが、本件時の舘浦漁港発航の際に

約４５度（別紙５参照）に減少しており、乾舷の減少が復原性能の低下に大きく影響していることが認

められる。 

２ 漁具の吸水について 

 本船は横波を受けながら航行中、しばしば上甲板に波しぶきが打ち上がり、時々多少の海水が右舷ブ

ルワーク越しに入っていたことは明らかであり、船尾甲板の漁具が海水に濡れ、その重量増加による乾

舷の減少と船体重心の上昇に影響があったものと認められる。 

３ 漁具の移動について 

 本船船尾甲板の漁網置場は、漁網移動防止用ステンレス製レールが設けられており、通常の船体横傾

斜で漁網が全般に横移動することは考えられないが、漁網の上面がクレーンのブームで押さえられてい

るのみで崩れ易い状態になっていたことから、船体が大傾斜したときには、傾斜舷側に漁網が崩れて移

動することが考えられ、本件発生時、右舷側に約２５度傾斜したまま復原しなくなったのであるから、

漁網がロープ等により固縛されていなかったことは、本件発生の一原因をなしたものと認められる。 

 なお、このとき漁網がブルワークを越えて船外に出る可能性があるが、ブルワーク上にサイドローラ

が立てられていたことから、これにせき止められた状態になったものと認めるのが相当である。 

４ 針路と速力について 

 第七蛭子丸が有義波で高さ約２．５メートルの横波を受けながら、３０分間約９ノットの速力で航行

していたことは、４メートル以上の波浪に出会う可能性があるが、この種漁船が通常航行する海況であ

り、喫水が満載喫水線以下で十分な乾舷を有し、漁具が固縛されていて移動することがなければ、転覆

の危険はなかったものと考えられるから、針路と速力が本件発生の原因をなしたとは認められない。 

５ Ｂ社の安全運航に関する指導監督について 

（１） 職務分担 

 Ｂ社は、本来運航上の責任者を成規のとおり船長とすべきところ、網船の漁労長を漁場における操業

指揮のみならず、根拠地と漁場間の航海を含めたすべてに権限を有する統括責任者に定めていたことは

適法でないが、Ｎ漁労長が船長としての経験も豊富に有する有資格者であったことに徴し、このことが

本件発生の原因をなしたとは認められない。 

（２） 満載喫水線の遵守 

 満載喫水線の遵守は船側と船舶所有者の双方に課せられた義務であり、Ｂ社は、漁労長作成の設計図

の漁具が規定重量を上回っていたのに、設計変更を指示することなくこれを発注し、設計時に空所とし

ていたフォアピークタンクにトリム調整のための清水が、傾斜調整のため海水バラストタンクに海水が

それぞれ搭載され、さらに経年によるコンスタントの増加があり、満載出港状態における喫水が満載喫

水線を大幅に超えていたのに、不要品の陸揚げなど指示することなく、この状態で出航することを容認

していたことは、船側に対して安全運航に関する指導監督が不十分であったというべきで、本件発生の

一原因をなしたものと認められる。 

 
（原因） 



 本件転覆は、第七蛭子丸が、満載喫水線の遵守が不十分で、復原性能が低下していたことと、荒れ模

様となった漁場から帰途につく際、荒天準備が不十分で、固縛されなかった漁具が右舷側に崩れて移動

したこととにより、復原力を喪失したことに因って発生したものである。 

 船舶所有者が、満載喫水線の遵守について、第７蛭子丸の乗組員に対する指導監督が不十分であった

ことは、本件発生の原因となる。 

 
（指定海難関係人の所為） 

 指定海難関係人Ｂ社が、第七蛭子丸の乗組員に対し、満載喫水線を遵守することについての指導監督

を十分に行わず、満載喫水線を超えた喫水で出航するのを容認していたことは、本件発生の原因となる。

指定海難関係人Ｂ社に対しては、本件後、不要品を陸揚げすること、燃料油と清水の積込量を必要 小

限とすることなど指導し、満載喫水線を遵守して事故の再発防止に努めている点に徴し、勧告しない。 

 指定海難関係人Ａの所為は、本件発生の原因とならない。 

 
 よって主文のとおり裁決する。 

 



 

 
 



 

 
 



 



 

 

 



 

 

 


